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プッシュ・ドクトリンと

有事法制の危険なリンケージ

湯浅一郎（ピースリンク広島・呉器勘

5月2日、ブッシュ大統領は、イラクでの一方

的な戦闘行動を担って血にまみれた空母『リン

カーン』の艦上で、 「イラクの自由」を勝ち取

ったと勝利宣言ならぬ濁揺搬結宣言」を行っ

t~ブッシュ大統領は、 「イラクの自由」が始

まったと勝ち誇っているが、輿際は、アメリカ

による占領と新たな植民咆即食が始まっただけ

であふ同日、私たちは、抗議声明をブッシュ

と小泉に送った）

大義なき戦争

有るという確証のない「大量破壊兵器店臨差

撃」を求め、世界最Kの大園濶衷兵器呆布酋

が、準大量破壊兵器（デージーカッター、バン

カーバスター、クラスター瀑弾、 トマホーク、

精密誘導瀑弾など）による一方的撃を続けた「イ

ラクの自由」作戦という名の一方的な先制攻撃

は、侵略以外の何者でもなかったと評さざるを

得ない。

3月20日からイラクで何が起きたのか、私たち
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には正確に虞苗ききれない。しかし、細直され

ているものを並べただけでも、心に刻まねばな

らないことが山積している。 米英軍は、あらゆ

る種類の通常爆弾の在庫一掃をはかるが乃よう

に大量の準大量破壊兵器を使用し、イラク市民

に襲いかかった。民間人2500人、イラク兵3--

4000人、米英兵140人、ジャーナリスト15人

など多くの人々が死亡し、負傷者は正確な数も

わからないほど多数にのぼっている。世界四大

文明の一つであるチグリス・ユーフラテスの自

然と歴史的遺産も破壊しつくされ応

大量に使用した準大量破壊兵器の残虐性は、

疇される応昼はない。却窒に放射線を発し

続ける劣化ウラン弾の除去作業も放置されそう
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である。ブッシュ大統領の演説は、これら四大

文明発祥地の一つを破壊し尽くし、戦弼こよっ

て、言われなく命を奪った市民・すべての兵士・

ジャーナリスト、更に遺族となった人々に対す

る痛みのひと力斗ナらも感じさせないものであっ

た。 1ヶ月強のできごとを並べてみただけでも、

「国民の解放」 「イラクの自由」とはほど遠い

現実が見えている。

しかも、戦闘に入る大義であった吠温破壊兵

器」の欠片すら見つかっていない。仮に見つか

ったとしても、それで一方的な戦争行為を正当

化できるものではないにしても、国堅の場を通

じて、世界中が大騒ぎし、そこでの合意が得ら

れないまま、米英軍加強引に仕掛けた戦争な大

義はどこに行ってしまったのか。仮に独即即潅

による人権侵害があったとすれば、国際的な監

視や在力によって変えていけばいいことだそ

れをもって、主権罪家を転覆させていいなどと

言う理屈はどこにもない。
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真の「ならず者」 l;ti勧ヽ

日本政府は、いち早くこの戦争を支持しただ

けでなく、在日米軍心戦闘ゞD関与に全面的に

協力している。横須賀基地がら出動したミサイ

ル巡洋艦カウペンズなどがトマホークを発射し、

米空母「キティホーク」の空母艦載機は「クラ

スター爆弾」を初め、無数の精密誘導爆弾を使

用し、笞瀑を続けt=.o4月10日には、海上自

衛隊のイージス護躙監「こんごう」など3隻が、

テロ対策特別措置法に基づく対アフガ汎戦争支

援のため、佐世保基地がらインド洋に向けて出

航し、アラビア海周辺を含め米英など10カ国

の艦艇に燃料などを提供しt=.oこれは、米英軍

のイラク攻撃を側面から支援する戦争の→祁と

言ってもいいものである。

「テロリスト」、 「ならず荀国家」を事前に叩

くという軍事戦略を実行に移してしまったアメ
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リカこそが、世界で最も「ならず者国家」とし

ての資格を持っている。今回の作戦は「衝撃と

恐j作戦である。しかし、アメリカ市民とプ

ッシュ政権こそ、 9.11の「衝撃と恐怖」i準尊

られて、今を生きているのではないのか。核兵

器の使用も含め、先制的に攻撃をする権利を持

っという戦略こそ、自ら⑰匝布心の裏返しの表

現にすぎない。政治、経済、軍事、どの分野を

とっても、世界最強のアメリカこそが、今最も

弱い精神状態にある。無残としか言いようがな

し‘。

私の住むヒロジマは、アメリカによって、大量

破攘兵器による無差別政撃を受けた地である。

半世紀を経た今も、被瀑者を初め、多くの市民

が得も言えぬ苦悩を肯負って生きている。アメ

リカを恨むという境地を越えて、大量破壊兵器

を廃絶した世界をめざして、核兵器の廃絶と恒

久平和を訴えている。その志が報われる日がま

だ遠いことを、イラクの1ヶ月は示している。

今、この戦争に正義はないことを世界中の人々

が共有することが、つとに求められる。ブッシ

ュ政権の先制攻撃戦略がイラクに初めて適用さ

れ、 「成功た力斗こ」見える現在、この方法では、

アメリカ自身が救われないことをブッシュ政権

を初め、戦争を支持したアメリカの市民は自覚

すべきである。

私たちが生を受けた、水をたたえt~狽叩暗

黒の宇宙に浮かぶオアシスである。地球は、形

成から40億年もの年月をかけて多様な生命体

を生み出し、近隼こなり人類という思考能力を

持った知杓生命体を産み落とし迄銀河系に1

000億個の幻湯があるといえども、同時閃生

を持って、このように生命が豊富な星は、ほと

んどない。その叩茄勺な存在である私たちが、

なぜ生命を抹殺しあうのか。

く勝ったこと＞はく戦争の正義＞とは全く関

係がない。イラク戦争は、国連憲章さえも無視

したく先制攻撃＞であり、米英による戦争犯罪

であることをごそ、国票内に評価すべきである。

私たちは、今改めて、米英軍によるイラク攻撃

の不当性を確認し、その根拠となった「ブッシ

ュ・ドクトリン」 （国家安全困躙蹟各）の廃棄

を強く求めるものであるC

ブッシュ・ドクトリンとリンクする

日本の有事法制

5月2日の夜、第九条の会ヒロシマの「憲法記

念日前夜祭」に参加した）神戸大名誉教授の早

川さんが『居住福祉が平和をつくる』と題して

講演した後、僕は、 「プッシュ・ドクトリンに

組み込まれる有事祖制」と題して、問題提起す

る機会をえた与党は、有釈戎制については、

これま可既に70時郡以上も審議しており、早急

に採決すべきであるとし、民主党が修正案を出

したことで、 5月串泊こも衆議瑚砺I委員会て採

決へ持ち込もうとしている。この卯旦した情勢

で、どういう視点で、何ができるかという、極

めて実践的な観存から話をしt;:.,

有事法制は、新ガイドラインの柱の一つであ

り、日本列島を戦場として、日米が共同作戦を

行うことを可能にする法律である。ここで重要

なことは、当のアメリカの軍事戦略が大きく様

変わりし、先俳敗撃を正当化するものに変わっ

ている点である。 2002年9月、アメリカは、自衛

と称して、核兵器材む月も含め先制攻撃岱でき

るというを国家安全困睾関各いわゆる「ブッシ

ュ・ドクトリン」として提示した

この背景には、 「冷戦後の世界をアメリカの

禾I~名を優洗させて、一極支配するためには、一

国でも行動できるという思想がある。アメリカ

は、政治、経済、軍事、あらゆる分野で優位で

あり、いかなる対抗者も現れない世界をつくる

というわけである。自国の利害から「国際法」
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程漣憲章」など裂彗関の幽凋で決めたことは、

ことごとく無視していっち最たるものは、 2000

年5月、ニューヨークのNPT（核囮郎方止知約）

再譴点である核保有国が「保有核

兵器の明確な約束」を一向に対処する意思が見

られないことである。それどころか、 CTBT

（包括的核実験禁止条約）を柑淮しない、超小

型核兵器の開発に踏み込むなど、やりたい放題

である。

これに対応した軍即掏洛が、 「ブッシュ・ド

クトリン」であり、そ⑰彫甘第一号がイラク侵

略なのだった 9.11の衝撃を最大限利用して、

プッシュ政権による対テロ戦争乃「暴力⑰臆約

が始まったそして2002年1月、第二朗偕（年

頭、 NPR(NuclearPosture Review)核

態幣見直し）に入った「悪の枢軸」 ＜イラク、

イラン、朝鮮民主主義刈翠拝n国＞は、テロリ
ストに武器を提供ずるテロの同盟者と決め付け、

アメリカは、自衛権の行使として、先制攻撃で

相手の主権を抹殺ずる権利があると言うのであ

る。団杖双版想敵は悪⑬磯崩3カ国とシリア、

リビア、ロシア、中国の7カ国である。アメリカ

は、善を代表して悪と闘う。その矛先はまずイ

ラクヘ行っ迄逆らえばこうなるぞ！ アメリ

力に脱まれたら、何を言いがかりにしてつぶさ

れるかわからないと言う戦々恐々とした状態を

作り出した）

ブッシュ・ドクトリンは、世界戦略であり、

日米新ガイドラインもその→祁である。つまり、

日米新ガイドライン体制は、アメリカの先制攻

撃戦略のアジアにおける醐彫子為に対して、日

米が協力して臨むための軍即咄監となる。イラ

クヘの戦争が、侵略だとすれば、 「侵略的な戦
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争行為」の一部を担うことになる。そして有事

法制は、新ガイドラインの重要な柱である。こ

の結果、有事脚制は、これまでとは、ひと味も

二味も違う。 「アメリカの先制攻撃」による戦

争の片棒を担ぐとともに、それに派生した日本

への攻撃に対処するための法である。有事法制

ができ、発動されたら日本は、 湘浄、それも

侵略戦争の一部を担う国に」なり、憲法は停止

する。国会では、この点について何一づ聰論し

ていない。その意味で、 『イラク戦争とは何だ

ったか』を特別委員会で 1奴濫論すべきである。

いずれにしろ、令国から、衆識甜硼委員会

の委員に市民の声をとどけねばならない。広島

では、昨年「有事法制の廃案を求める学者・宗

教者・法律家など150人声明」を出したが、 「150

人の声明賛同者」の名において有事法制を廃案

にさせるため、特別委員会の委員、政党本部に

Faxを送る運動杞乎勁サ、 5月10日にぱ街頭

で署名を求める。情勢は厳しいが、憲法9条の

改悪をめぐる論議にも深く関わっていることな

ので、最後まであきらめることなく、取り組ん

でいきたい。 ． 
3/2広島の人文字に集まった人々は、イ

ラク戦争に反対の強い意志を持っていた。

「武力攻撃という形で何かを解決しよう

とする方法は、もう止めよう」との自然な

気持ちに従った行動である。とすれば、ブ

ッシュの先制攻撃戦略に対応した有事法

制も作るべきではないし、さらには、憲法

9条は絶対に変えてはならないという思

いに通じる。 ◆◆ 
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「意志の同盟」と有事法制

戦後復興こおいても繰り返される

国際法違反と国連への敵対

田巻一彦（編集部）

5月2日のブッシュ演説はイラク戦争の「事実

上の終結」を宣言し乞 「事実上の」と言う意

味は、もし仮にここで「完全な終結」を宣言す

れば、米英によるイラク全士の軍事占領の賭礎

の理由がなくなるからである。戦梃究沿誌固墾

の手にゆだねられ、戦捌国は専ら民生圏功によ

って国塾冴鉗台を支援しなければならないので

ある。しかし、米国はそうではなし道を選び、

蒙後復興を大きなビジネスチャンスと捕ら

えて、自国＝米国の裂国籍企業の利益を守ろう

としているC

国防総省が設置した「復興人道援助室

(ORHA)」の責任者に任命されたジェイ・ガー

ナー元将軍は、ミサイルシステムを扱う企業の

経営者であり、名うての「反国連主義者」とし

て知られている。

そして今米国が国墾に圧力をかけているのが、

「対イラク経済制裁の解徐」である。叩年代、

人道的理由からヨーロッパを中心に起こった解

除の国際出論を無視してあねまどまでに固執し

ていた経済制裁を、今度は栄国が早く解徐しろ

というのである。その狙いは明らかだ原油輸

団反入を一手に握ることt~ 95年から経済輯良

の一部緩和措置として行われていた「石油と食

叡交梃疇(Oilfur Food Program)は、イラク

の原油輸出反入を国勲ゞ一元判こ管理し、それ

を原資に食糧屯潰品などの必需品をいねま「現

物支給」するというシステムである。戦争前の

時点で、イラク国民収釈硲いかこのプログラ

ムに依存していたと言われている。

このように、違法に始められた戦争仄戟後

如理においても公然とした国患と国際法～吋りも

戦を繰り返しているのである。 「国堅こよる統

治」への早期移行を求める声を高めていこうC

「意志の同盟」とl;tii汀か（渕彗梓昨ゆら）

2002年8月15日に発表された「米国坊報告」を

あらためて読んでみよう。アフガンからイラク

へ、湘国研可を考え戦争を拡大していったのか

が手に取るようにわかる。以下涅勘報告」の

一部を少し長くなるが引用したい

「すでにアフガン戦争からはいくつ力V)重要

な教訓が得られている。

この紛舘ま、次の軍事乍戦びモデル芍まな

い。次の軍事阜戦では環掬話尉よるであろう

し、そこから導がれる弼清も異なる。それは

テロに対する戦争加りならず軍舶罐炉般に

関して言えることt;:aにもかかわらず、最近

｀ヽら導がれる教訓は、将来も適用可能

であるC
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第一に、 21世紀i字ける戦争ま、国家⑬慾

カ嘩用を求めている。麟に瑕tた、ある

いは水面下での軍事行動と同時に街斉、外交、

財政、法執行、そして情報といったすべての

力を動員する必要がある。

第二ぬ痴lは、軍蕩瘍において相互に連

携しつ訃巷ぎ目なく作戦を展開する能力こそ

が、将来の戦争コ3ける成功を可能にすると

いうことである。アフガ汎戦争を勝利口獄ヽ

たのは、陸上の複合的な特殊イ但戦郷豹←ーム

と海軍、空軍及び海兵隊の航空部隊の一体的

呻であった徊酢鰤隊噂的を彬Eし、
相を持ったデータリンクシステムを

通して標的に閲する情報を伝達するとともに

空からの安騒Dタイミングを調整したこれ
が敵にたいして甚大な被害を与えた

第三には戦争をもっとも良く戦うために

は「意志の同貼力泌要であるということで

ある。だが委員会での議鰤胡昭平1胡虹Iた
ない。任務が同盟の内実を決めるのであって、

同盟が田努をきめるのであって1共からない。
第四の教訓は、米国涼転吋二めには予防行

動と、時こよって1お鴇膵噂が必要であると

いうことである。あらゆる種類の初成がら、

あらゆる場茄コ3いて、あらゆる眠こ米国を

防衛するのは不可能である。敵lゴサそ峨争

こそ力哺←の研軒手段である。良き攻撃こそ

が最良の防衛なのである。

虹には、細は陸上戦力び蜘も含め、

いかなる手段をもあらかじむ圏瑚勤も排徐

してはならないということである。釆国がひ

とたび敵を始末ずることを決めたならば、い

かなる犠性を払おうともあらゆる手段をとる

用意があること匂敗に理解させねばならない。

端に言えば、抑止を確がならしめるために

は、米国ぱ後ろの下がるのではなく前に出な

ければならない。そして、その姿匂敢に見せ

つけるのである。

六番目の教訓は、テロとの戦争に勝和ける
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ためには、敵に絶え打王力をカサ続け、休む

時間も隠れる場所も与えてはならないという

ことである。これは、敵り珂吸を整え再固［

するためのいかなる博略的休息」も与えな

いことを意味する。アフガンにおいてはこ

の方法こそが、より迅速にタリバン政権戌仔

蛮な支配を終わらせたという意床で、より苦

痛の少ない方法であることが証明されたつ

まり、双方の被害繹Il限に抑えつつ、戦争

の早期終結を実現したのである。

七番目の教訓は、従来型の技術を、新規な

高度技術で毎酢勺に置き変えるはできないと

いうことである。アフガンにおいて、空から

の精密誘導兵器が最高の効果をおfることが

できたのは、陸上の従来型の歩臨祁隊り漣暉

目標を正確に特定し、爆撃機に教えたからで

ある。早期口臼扁された陸上部隊による偵察、

情報伝達及ひ打樹］の特定が、航一咄嘩即沼形艮

を格段に向上させた）

第八には、栄国は軍叩鴇認人道板助活動、

ラジ枯礎、協力者への網詮なと多様f森§

動と直接連動させて、地國材祖支を米国の意

図の下に結集させなければならないというこ

とである。

最後に、九番目の教訓として上げておかな

ければならない乃は、渕国の指導筍迂匪もこ

対して正直でなければならないということで

ある。真実を語ること一そしてそれが不可能

f嘩合には輿を語ることができないこと

を率直に言うべきである。国即太彼らの軍

隊が何を成し遂fようとしており、任梅彬子

のためには何が必要力を理解している。また

国民は、戦争は揺紐事ではないこと珪

解している。国囲こは、良い知らせであれ悪

い知らせであれ、指導者たちは、正直に語る

のだということを知っているに迦ハない。ア

フガ刀賠いの圧眸舛汲持は、国民と胡舟

領の間に信頼と共通の目的即鯨嗅切れてい

た結果である。こ⑬蔀ドっきこそが勝利の鍵

1988年6月18日第三種郵便物認可（通巻 188号） No. 111 2003.4.20月刊キャッチピース

である。

テロとの戦争が乱哉階で得られた教訓は

このように豊富である。しかしテロのみが21

世紀の脅威であると思い込むとしたらそねま

間違いである。テロカ湘めて重大な非俎茄勺

魯威であることは間墓ヽない。しかし、起こ

りうるのはテロだけではない。次の脅蜘土

ミサイルやサイバー・アタックかもしれない。

さらに言えば、非対称的な脅威況着大してい

るからといって、将来、強大な国家が廂国や

その同郡国、友妍国を脅かすという従架型の

脅威が出現する可能曲がなくなったわけでは

ない。泊国は対テロ戦争を遂行しているが、

こび戦都ことどまらないあらゆる脅威に供え

なればならない。軍は次り戦争こ備えなけれ

ばならない。それは今戦っている戦争とは全

く違う種類の戦争かもしれない。そして国坊

総省は、多様かつ広範な危機に対して均衡あ

る対応を用意しなけねまならない」 諏：田

巻一彦）

渭誌の躙釦のたぬ内環渕侑l

まさにこの路線を具現したのがイラク戦争で

あった3 キーワードは憶志の同毘 (G祉虹1

of加Willing)である。そねまたんiコ四眠府動

をともにするということ可まなく、 「経済、外

交、財政、法執行、そして情報といったすべて

の力」において米国⑰比ビした「任務」遂行に

あたる運命如甜本である。小泉首相は、軍事以

外の側面で、この同盟のもっとも良きメンバー

として名乗り出迄

次の戦争ーもし仮にそれ力嘲癬毛島を発火点

にするものであったとすればーにおいては軍

事分野での貢献力可可避になる。これを実現す

るための「法執行」体系として、武力攻撃事態

法があるのである。それは「日米安保」を日本

国憲法も、国野慧章も国醗去もとどかない「引

カ」の外＝「任務」のみ力技配する他の存在ヽ

へと「変風させる。 ◆◆ 

民主党国会議員への手紙

有事法制に「国際法による統制」を

2003年4月22日

すべての基地に「ノー」を・ファイト！神却ll

突然このような形でお宇紙を書くことをお許

しください。私たちは神制県内で基咀瞑目

に取り組む市団到本て構成される緩やりな連合

体です。

量疇が成立を目論んでいる「武力攻

撃等」に関して、本抱的燐饂合

が始まろうとしています。それに先立ち、民主

党疇で譴々t噂：勁碑し、霞勧囃航し

ているとのニュースも耳にしています。私たち

は、最大の野党であり民主党に与党・即伊況長

走に歯止めをカサることを期待しつつ、党内で

の議論にも強い関心を抱いています。

貴党の頃力攻撃事態法修正案jと澄遼事

態基本法案」も拝見しまし応平稲璽加）立湯
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からは申し上げたいことは多々あるのでわ汎

事態の緊急性を考慮して、どうかこれだけば堅

持していただきたいと考える事項をお伝えし、

あわせて党内編義と国会繭伐を活恕ヒしていた

だきたく、緊急のお願いをする次第です。

1.層際法による統制」の明示を

武力攻撃事態法（以下「事態法」と略）を論

議するにあたって、今、踏まえなければならな

い最も重要な視点は、進行している「イラク戦

争」をどのように評価するかということだと思

います。すなわち、湘勁吠温破壊困掏瞑嘩

続を求める国際四倫の大剪こ反し、国墾赳忠里

決議贋ろ盾なしにイラクを攻撃し、フセイン

政権を打倒して、占領国としての統治を追求し

ているという事態、そしその→郵肪促目の行動

をI」泉政権梵赳寺しているという事態です。

なぜなら、武力攻撃事態法が想定していると

思われる朝鮮半島を発生源とする国際紛都こ関

して、この前仰即適用される可能性を私たちは

大いに懸念するからでず。

イラク戦争に対する民主党の態度は、イラク

贖欝PTの「イラク暉貶日本乃国益に関する

考え方⑲環メモ）」（03年3月31日）に集約さ

れているように、日米同盟関係を日本の安全保

障の担鰤こすえつつ屯漣憲章の澄守」官陣の

暉みや多国間の協調関係の尊重」を重視する

ものと理解しています。涜郷敗撃」については、

米国によるその権利の行使は国連の「力による

支配」から「法による支配」への真摯な努力を

無にするものであると「メモ」は言っています。

今回の民主党の武力攻撃事態法修正論議の特

徴は、同法の上位に「緊急事態への対処に関ず

る基ぢ去（仮称•以下「基本法」と略）を置き、

そこで「国会による民お羽親刊儒 7条、第 8

条）」を明示していることだろうと思います。

私たちの要請の眼目は、これを踏まえつつ、

勘輝に対する日本の効芯を恒撻憲章をは

じめとする国醗邦冴硼サ」のもとにおく」ことを

趣旨とする条文を、「事態法」及び「基ね却の

両方に明示的口尊入することにあります。

1-1 法案条文Iゴ田して

(1)頃躇駿釦修止案第三条第六項を次のよ

う1項修正してください：

「6 武力攻撃開騎ヤの対処においては、

日米安全保障条約に基いてアメリカ合衆国と

緊密に協力しつつ、国際堅合憲章等国際法の

遵守し、国際墾合を始めとする国際社会の哩

解及び協調的行動が得られるようにしなけれ

ばならない。」

＜説明＞日米安全保障条約はその前文及

び第 1条で、同条約が国魃憲章の下にあ

ることを確認しています。 したがって、

こび釦曰太「日米安保条約の円滑かつ効

果的な運用を目的とした」同法案の趣旨

にまったく合致ずるものです。

(2)「基本法」第6条と第7条の間f:).欠の条

文を挿入してください：

「第7条緊急事態にあたっては、次の例示

する国緊輝芍こ国際人道法及ひ武力’使を

制限する国際的取極めを避守するとともに、

国麟合もし＜i井環譴拾によって権威付け

られた国禁閣甜こよる勧群阻意見等む塑子し

なければならない。」

国際連合憲章

ニハーグ陸鰤拭見

三生物化学兵器禁止紺匂

四対人地雷禁止条約

五戦南ゴ3ける文民冴甜懃こ関する1949年

8月12日のジュネーブ第四条約

六国際刑事裁朋荊悪呈

六核兵器材岬に関する国際司法裁栂茄り

8
 

1988年 6月18日第三種郵便物認可（通巻188号） No. 111 2003.4.20月刊キャッチピース

「麟疇見 (1996年7月8日）

その他

く説明＞ここにあげた国際囲土思いつくまま

に並べたものでた要は、武力祖吏を含むE

邸）対類、常に置欝恥菊配の下で行われ

ることを明確に宣言することが重要でずこ

(3)頃邁法」第三条第三項最終センテンス

を次のように修正してください：

「…ただし、武力攻撃が発生した場合におい

てこれを撰奈するにあたっては、武力の行使

は、事態i虚芯均衡生を有し且つ最小の限度

においてなされなければならない」陳案・

民主党修正案：合理的に必要と判断される限

度においてなされなければならない）

＜説明＞国連憲章及びジュネーブ条約か

ら導きだされる国際法の原則に「均醐生

(Proportionality)の原則」があります。

これば武力攻撃に対して自衛権を行使す

る場合であっても、武力攻撃の質と量を

凌駕する反撃をしてはならないというこ

とで兌例えば、 9.11テロに対する報復

としてタリバン政権を「打倒」すること

ぱ、この「均衡性」の原則を逸脱するも

のというのが国際法学者の定説です。政

府原案の表現はきわめて曖昧であり、恣

意的に運用される可能性餐あります。

日本国民及び囲辺諸国の人々が心西げるの

は、例えば「武力攻撃予測事態」における日

本と米国の反応が、イラク戦争のように「体

制変更を目的とするもの」へと恣意的に拡大

されていくことでれ「体制変更を目的とした

武力雌蓑は国麟障第2条(4)並びに日

米 l条への明白お困支である

ことを想起する必要があります。

1-2 クラスタ冨→謝取こついて

徹底的に議論を

これとの関堅で、自衛隊の「クラスター爆

弾」配備について触れておきますc;'クラスタ

一瀑弾を明示的に禁止する国際滋まありませ

んc しかし、この兵器坦攻十から数百の小弾

頭を予測不可能なパターン芍購応せるもの

であり、且つ小弾頭の数パーセントは不発弾

として残り、国関人に対して対人地雷と同じ

ょうなリスクをもたらすことから、国際法学

者の大勢は「ジュネーブ条約第1議定書第51

条憮差別攻撃の禁止）に違反する」という

甥峠しています。緊急事態辺）対処l字

ける戦術にこの兵器材起甘が含まれるとすれ

ば、「轄法」繹原案並頂こ民主党修正案第

21条が言う「国際人道法吐隙但な実嵐が不

可能になります。

したがって、クラスター弾をめぐる議倫は、

緊急事態における日本及び米国の武力行使に

いかなる「統制」もしくは「規制」をかける

のかという本質的な睾倫を、「戦術及び兵器シ

ステム」のレベルまで深めるという意味でき

わめて重要です。是非そのような観点からの

議論を起こしてください。

1-3.国際人道；批准をまず先に

翻って考えるに、日本は「ジュネーブ条約；

に関ずる追加第1議定書 (77年）及岱耳靭刊

事裁判所規程をいまt咀洸且ていません。法

理論的に言えばこれらの人道法に対する日本

としての姿勢を明ら力斗こすることが「武力攻

撃事態に備える法艶庸の前提となるば芹で

す。したがって、この国際却堰園ま、今般の

立法議論における最大の焦点にすえられるべ

き事項です。是が非でも議論を樹世ヒし、曖

昧さを残さないよう努力していただきたいと

思います。「武力攻撃製監叙）前に、国際人道
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琴の抑佳を」と訴えていただきたいと思い

ます。

2. 日本の防衛攻策の基本方針を明示すること

「基本方針」とは、繰り返すまでもなく1)

専守防衛 2)軍事大国とならないこと 3) 

非核三原則 4)文民統制の確保の四原則です

似溝貯喩溝敵策の基本」）。

これらの「国際公約」が「武力事態法案」の

どこにも引用されていないことが、平和憲法と

の乖離を著しく拡大し、同時に周辺諸国からの

警戒を招いていると思います。

1-1 法案条文1ゴ田して

(1)「事態法」第三条第3項に次四条文を挿

入してください：

「3 武力攻撃事態への対処においては、

1957年の国泥鑓鞍恕E国防の基本柑汁」並
びに同方針に基きわが国が採用してきた基本

政な実施が図られなければならな

い。ここで言う基本攻策等には以下の原則が

含まれるが、これら口蜀ヒされない

専守瑚転り原則

一軍事大国とならないこと
―非核噂具1J

四文民航制の確保」

＜説明＞上記願IJは、政府によって繰り返し

確認されたものであり、法案に明記しても一

切の支章まなく、かつ国民や周辺諸国の懸念

を払拭するのに役立つば年です。

3.頃底の概念の頃淀瀧」を

すべての関座去案に係ることで拉＼「国民|

とは何かという定義の問題は重大です。これを

「日本国籍を有する者」とするのか、現に「日

本に居住する者」とするのかによって、有胴こ

おける在日外国人の法的地位は決定的に異なっ

てきます。「事態法」冒頭の「定義として二こ

の法律で言う国民とは、日本国国籍を持つ者Q

他、現に日本に在住するすべての者を指す」と

修正するよう要請します。

4 むすび

平和憲法の下での有事立法が、もし仮に許容

されるとするならば、これらの論点は慎重に議

論され法案条文に適切に反映されるべきである

と考えます。そのような観点から見ると、貴党

も含め、各党の論螂ま「憲法9条との整針曲

を巡るものに集中する結果（それ自体、死両的

に重要な論寺ズすが）、一国内乱点に傾きすぎて

いるように思えます。日本の安全困睾ま東北ア

ジア、ひいては世界⑰安毎祁章と分かちがた＜

結びついています。言い換えれば、日本の有事

祠jは「国縣却汲配」咽子＜末に、大きな影

響を与えます。

どうか、このような観叙叫這朋性の高い、

疇な鵬を、党所を問わず囀されるよう、

重ねてお願いいたします。

すべての基地に「ノー！」を・ファイト神

奈川（代表：木本茂夫）

連絡先●横須賀市本町3-14山本ビル2F

非核市民宣言運動・ヨコスカ

TEL/FAX 046--825-0157 

主な構成司体●非核市民宣言連動・ヨコス

カ／相勺網窃眼レ厚木基地を考える

会／上瀬谷基地はいらないウドの会／脱軍

備ネットワーク・キャッチピース

※この土⇒書に関するお問い合わせ先；
田巻一彦tamaki釦w.catv.ne.jp
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ODA大綱見直しと
日本の軍事加担

米国の「力による世界支配」支える

ツールとしてのODA

戦争にはお釦ゞかかる。ミサイルにも艦船こ

も弾薬にも。平時には考えられない杵褪臣の金

額が、有事のためには何よりも優先されて使わ

れる。これらが「破農を目的に使われる本来

の「軍事費」と言われるものであるのなら、「復

興磯「蒋講築という美名の元は姐廿され

る日本の援助金は「第二軍事費」と言えないだ

ろうか。今、日本のODA（政呵附も援助）は

国民の合意をはかることなく「第二軍事費」的

色彩を強めづつある。アメリカの力による国際

支配を側面から支える役割を率先して果たそう

とする意思があからさまになってきたのである。

ODAはこれまでもさまざまな晶嘩を起こして

きたが、ここでは昨今の「ODA大綱見直し」

をめぐる動きを紹介し、日本のODAの固齢勺

状況を明らかにしたい。

経済府兄を理由にODA予算は5年連続で削

減され、 2003年度は9, 000億円を割っ

t~外国の人のことより自分たちの生活苦をど

うにかしてほしいとの国民の声が大きくなって

いることは確かである。しかし、 53億を超え

る地球上の人々の実に5人にひとり以上が衣食

住にも事欠き、ケガや病気の時にも医療の恩恵

に浴せず、学校へも行げず、自由もない状態に

山中悦子編鯨0

ある現実を私たちは忘れてはならない。こうし

た「絶対的貧困」の解消、環境問題の解決、世

界の平和と安定のために先幽国は国際開発援助

を通して重要な役割を果たさなければならない

ことは、国些魂括邊評G8サミットなどさまざ

まな場で摩認されている。日本も国際社会の一

員として応分の経済協力 •0DA  (Official 

Develoi:血ntAssistance)を行なうのは当然の

ことである。

ODAO)I鯉

日本の OOAは1954年に始まった来年2

004年は「ODA50周年」である。 ODA

(2国3讚撓援助）ぱ醍嘩疇、斜躙鴫

金（世銀、アジア開発銀行など）ととも

に途且謂勝翅愛iゴ3いて重要な役割を果たし

ている。 ODA咽援助国はOECD（海外飴斉

協力機構）のDAC（開発協力委員会）に加盟

する22ヶ国である。日本は1989年に援助

金額で22カ国中第1位になっt::.,翌1990

年にはアメリカにその座を明渡すも、 1991 

年に再び1位になると、以来10年間にわたっ

てその座を守り通しt~経済大国ニッポンの面
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目躍如である。ただし、 1999年のDACの

データによれば、 GNI （国民総所得）に占め

るODAの割合は0. 2 8％で目標の0. 7% 

に及ばず、援耽国中第12位、贈与比率はほと

んどの国が100％または100％に近い中、

半分以下の45％で22カ国中最下位であるC

つまり日本の援助の55％は円｛桐吹と呼ばれる

有償資金協力償封け）で、被援助国の重債務

となっている。

日本のODAはr戦後賠償び移で始まった
そして'60年代は「輸出振興紀食・援助タイ

ド時咲（日本企業が受注）」、＇ 70年代は「アジ

ア政策心S恥重響知、,80年代は「経済大

国政策・貿易黒字対策時代j、 '90年代は「国

際貢献。援助政策の模索時代jであった3 個際

関発ジャーナル '03. l月号）この歴史から見

て取れるのは、日本のODAは自国の都合（主

に経済面）を優先するもので、被援助国の国民

のための援助という理念が見当たらないという

ことであるCODAが現地住民の人権侵害、生

活権の剥奪瑯痴繹なども起こしてきたこと、

疇助国の財政を王旦する債務問題を生んでき

たこと、独裁政潅を支えてきたこと、汚職など

の利権構造を温存させてきたことなどを示す事

例は枚挙に暇がない。咋竿秋にはインドネシア

の＝トパンジャンダムをめぐって現地｛註忌が原

告となって日本政府、JICA及も窪際協力銀

行、東電設計を訴えるという日本ODA史上初

の裁判が始まった。こうした事態を引き起こし

た原因のひとつは、日本には「ODA基本法」

が存在しないことである。理念や原則、指針を

示すものとしてあるのは唯一、 1992年に閣

議決定された「ODA大綱」だけである。閣議

決定ぼ法律ではないため当然のことながら法的

拘束力を持たない。遵守が義務づけられていな

い。そのためODA!諒色えず政府が言うところ

の「柔軟な効芯」が可能となってき迄

ODA大綱とは

ODA忌翁は1992年、湾岸戦争直後、リ

オデジャネイロで国座・環雪舟発サミット（リ

オサミット）が開催された年に閣議決定により

成立した）前年の湾岸戦争で日本は多国籍軍支

援に110億ドルを、また周辺諸国（ヨルダン、

トルコ、エジプト）援助に20. 04億ドル、

避難民救済に6,00 0万ドルを拠出した（「検

証ニッポンのODA」村井吉敬哨湯書房 1 

992)。1兆円を超える額でありながらアメリ

力からはあまり誉めてもらえなかっfこそこで

当時の自民党幹事長小沢一郎氏⑮追由党党首）

らは、 ODAを「外交の手段iとして位置付け、

自衛隊の海外派兵と共に「国際貢献」の柱とす

べきだと主張しt~そしてこれまでODAの原

則がなかったことから原則づくりに着手し、 0

DA鵡員を隣鞍た定したここでODA⑬浬念

や原則、実施を「ODA基本去」つまり法規範

て袂めず、国会の関与をばからなかったのは、

政府、自民党、外務省が解釈・運用の柔軟性を

残しておきたかったからだと考えられる。成立

後のODA大絹は、 ODAの指針として実施の

根拠となってきた

【ODA大綱四顆in
①環境と開発を両立させる

②軍鯰用途及び国際紛争助長への使用を回

避する

③開発途上国の直事支出、大量破壊兵器・ミサ

イルの開発違譴、武器溝出入等の動向に十

分注意を払う

④開発途上国における民主化の促進、市場指向

型経済導入の努力並びに基ね的人権及び自由の

保に十分注意を払う

4原則は確かにすばらしいしかしODA大

綱は前述のように法的拘束力を持たない。その
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ため今日まであきら訊こ原則に違反する援助が

まかり通ってきに東ティモールで独立をめざ

す人々を武力芍敷しく殉王してきたインドネシ

アヘの援助。今もなお人々の民主化の動きを弾

圧し続ける軍事甜潅のビルマヘの援助3 バキス

タンヘの援助は核実験により凍結したものの、

アメリカのアフガニスタンヘの報復戦争ぺ叫協

力を理由に簡単に解除緊急財政支援として3

0億円、難民支援として17億円、債務繰り延

ベ646億円を供与したその一方で同じく核

実験が理由で停止した中国への援助は1年半ほ

どの短期間のうちに解徐しただねの目にもあ

きらかなこのダブルスタンダードは日本のOD

Aの無定見さを露呈したものである。さらに進

んで今ODAは大綱の原則をいっそうあいま

いにして、アメリカの「対テロ戦争」を支える

後方支援へとスライドしつつある。アフガニス

タンでの人道支援では「中立・公平・独立」の

原則が崩れ、支援をほんとうに必要としている

住民への援助となっていない。また国軍・警察・

民兵による人々への大規模で深刻な人権侵害が

起こっているフィリピンのミンダナオで実施す

る「テロ対策関塾互人材の育成、警察距力向上」

は誰のためにどう役立つ援助になるのか、大き

な疑問がつきまとう。このような紛争地域での

「開発援助」は、あらたな軍事衝突の誘因とな

ることもあり実施がきわめてむずかしいもので

ある。日本政府はそれをやりきるノウハウを持

っているというのだろうか。ちなみにミンダナ

オ疇でのアメリカ這（アメリカの資釦に

よる地國開発、インフラ整備（空港、港湾、道

路）は、米軍が軍事拠点としてここを利用する

意思をもって実施されたものであることは間違

いない。こうしt濃罪はODAを「第二軍事費」

と呼ばせる根拠となる。

ODA大鵬D見直し

--ODAと戦争協九—

憲法改正を唱える側の言い分の一つに「憲法

が実態と合わなくなったから」というのがある

ように、現缶佳んでいる「ODA双諏滉直し」

も実態と合わないところから始まったといえる。

政府がこれまで行なってきた援助の現実が現伏

のODA:f;j調の原則に合わなくなってきたこと、

そして米国の軍四蹟各辺）さらなる協力を可能

にするために、今、大多数の国民が知らないと

ころで政府主導のODA:f;j繭の見直しが急がれ

ている。

ODA胡罵見直しi胡碑琳恕季上しt::-o 1 

月に東京で緒方貞子さんを識長に「アフガニス

タン復興開発支援会議」が開催されれたが、そ

こで鈴木宗男衆議完義員によるNGO参加拒否

問題が起こったそのことがきっかけとなり0

DAに対して国認注目が集まった頃、「第二次

ODA改叩瞑絵」が最終報告書を出しt:cそ

の中で「OD俎怠合醐阻譴約の発足が提案さ

れたが、発足したこの会議が11月に突然OD

A胡詞の見直しを言い出しt::-oその背景には1

0月末に自民党のODA改革タスクフォース

疇：高村正彦議員）が「ODAの醐昭l::J

を中心に据えた、大綱の見直し、対外経済協力

関係閣僚会議の強化を「ODA改革のための見

直じ袋として出してきたことがある。

外務省が有識者、経済界、実施機関•関連業

界、 NGO、→姻民政党、籾朋勺からOD

A胡禰に関する意刃麒文を行なう中、対外経済

協力関係閣僚鑓紺ま3月14日、「政府開発援助

大綱見直しについて」を出しt:cこれに関して

今各界からさまざまな意見が出ているが、これ

を反映させる時間的余裕は用意されておらず、

3ヶ月後の8月には「ODA大綱の見直じ箆
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が閣議決定される段取りである。政府はなぜこ

うも「ODA大綱の見直し」を急ぐのか。その

答こそ、 NGOが見直しに陶裔を唱える理由と

なるものである。

イラク復興支援に自衛隊を醗置しようと言い出

している政府は、 ODAもアメリカの武ガ行使

の手段としたいのである。イラク攻

撃開始前の安保理で米英の武力行使を容認する

決議を通そうと、日本が安保哩国の中◎金且目

にODAとバーターでアメリカ案への関畏を依

頼したことば已意に新しい。

大綱見直しの根拠とされるのは10年の間に

ODAを取り巻く情勢力勺戸④のように変化し

たからだとされる。①同時テロを契機として途

且の醗疇iの鰈踪増した（貧困・不平

等の解消はテロ以前からの重要テーマ！）②「人

間の安全閑滝」などの考え方や「平和構築（平

和の定着及関話告り）」などの新しい分野力嘩論

の重要な柱となった③経済財政状況が厳しいの

でODAの戦劉生、機動性、透囲生、効率性の

確保が求められる④一層の国民参加が求められ

る。ーということで出てきたのが基本理念での

「わが国にとっての安全と繁栄」、原則での「要

請主義をやめて新協議方式へ（被援助国からの

要請に応えるという方法から日本主導の援助

へ）」、重点事項での「平和溝築分野（平和の定

着及碍蔀堡り）におけるODA~覗鰯勺心舌用」

等々 である。

多くの国々や市民が反対する中米英がイラク

攻撃をはじめた時、いち早くこれを支持すると

言った日本政向ま、すぐさまイラクヘの復興支

援に乗り出した「破壊lを支持しながら「復興

支援することを可能にするのが今回の見直し

である。「人間の安母郡章」も国味講築」も耳

障りのいい言葉であるが、日本政府がこれを使

う場合は特別な意味を持つことを私たちは認識

しておく必要がある。国際援助コミュニティの

常では本来の国味講築lはさまざま柑伊渡

を、それを熟知した人材料幾能させることによ

って行なうとされるもので、そうした条件を整

えることがないまま、一方の立場に立ってのO

DAによる「国告り」ぺ巧ヅは、紛争をかえ

って長引かせる危痴生をはらむものである。 P

KO五原則、自衛隊法、警察法の見直しを提言

している ・稲就頃腱経嘩浩書」（内閣府

2002. 12)には日本が国際平和協力を包

括的かつ執行型で取り組めるようにすると報告

されている。 ODAが「平稲鞘紀に使われる

ということはこうした動きと連動するというこ

となのである。

今回の見直しは、わが国の経済発展のために

ODAを活用しようという「国紀のためのO

DAと、アメリカの力による世界克配を支える

ツールとしての「外交の手段」としてのODA

が強力に打ち出されるものである。 ODAはあ

くまでも貧困根絶翌駒訊霙比ど地球聰衡屑果

題の解決に寄与するためのものである。その結

果がテロ撲滅にも紛争刊坊にも繋がり、広義の

麟での世馳詞と鯉、わが国の安全を生

碑すものとなるのである。 ODAf諏して援

助国側の繁栄を目的としたり、外交の手段に利

用すべきものではない。 ODAは国民⑬免舷つ

財政投融資を使って実施している。それにもか

かわらず国会の関与もないまま、 ODA政策の

基本とされる大綱の見直しが行なわれることを

私たちは許してよいのだろうか。それもこれま

でのODAの検証もなければ、 ODAjj禰の評

価もされないままの見直しである。この見直し

案が閣議決定されると、政府の裁量で軍事翠愛

化が進むことは間違いない。この流れを最後に

止めることが出来るのは国民の声でしかない。

「ODA胡罪直しにNO!」の声をあげまし

ょう。 ◆◆ 
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宜野湾市長選挙の報告

普天間飛行場を抱える宜野湾市の市長が議会

開会中の3月4日に不正な企業献金を受け取っ

て逮捕され、翌日辞厳したため4月20日告示、

27日投票の宜野湾市長選挙が行なわれた。自

民党と公明党の推す普天間飛行場の県内移設を

推進する保守候補と辺野古沖への海上基地建設

に反対し5年以内の普天間基地の閉鎖・返還を

求める革新系候補との一騎討ちで県内はもとよ

り全国の注目を集める市長選挙となった

私眼諮泊破洋ーが3月19日の市民集会

の中でノミネートされて革新候補となり、市民

層の支持と労働組合の広範な支持のもとで、社

会民主党、湘懃与へ灼訊、共産党、民主党、

無所属市議団などを母体に「公正・公平でクリ

ーンな宜野湾市をつくる市民の会」が結成され

て選挙戦四取り組まれた3

相手候補は現職県議で自民党県連の幹事長代

理だったが、自民党を離党し、県議も辞職して

不退転の出馬だった 2年前に国政出馬を表明

していたが、突然の市長選挙の出現で方向を転

じて一番早く自分から手を上げて市長選への出

場を表明しt:.oその唐突な出馬表明に反発した

自民党市議団からは他に二人が立候補を表明し

たが、最終的に自民党県連の仲介で市議二人を

断念させて一本化された。保守系候補は自民党

と公明党咽街欝と稲嶺県知事の後援会の全面的

な支援を受け、、県内業界の告面的な応援を受け

て⑰影躁鰤だった3

選挙結果は、 710票差での私伊波洋一候

補の当選となっね投票率 55.54%、投票総数

34,857、無効 403、当適荊節挙— 17，お3 票、安

次富修16,873栗

市民と県民の勝利

今回の選挙は革新陣営の久々の勝利になっt~

1998年に稲嶺県政が誕生して以来、革新陣

営は連敗を重ねて沖縄本烏内の全市が保守市政

になっていたが、ようやく 1市を取り戻しこ

今回の選挙の争点は、政治とカネを巡る問題と

普天間飛行場の県内移設の是非であっt~保守

系候補は、国と県に協力して普天間飛行場の県

内移設を推進して早期返還を実現すると訴えt=.o

一方、私は、 20年近くかかる普天間飛行場の

辺野古海士への県内移設に反対し、部隊の分散

による5年以内の閉鎖・返還と不正な政治献金

をなくすための「ガラス張りの曲攻の実現lと

入札制度改革の実現を訴えた）

相手陣営と私の側の陣営では、応援する市議

が20対5、県議が30対16と相手陣営が凌

駕していたが、まとまりが欠けるところがあっ

た。私の側は、ビラ入れを支持労細鰤祖当し、

疇宣伝を稲義・譴と翅政如湘当、そし

て、支持粗底Kは一般市民の支持者が行なうと

いう市民りゞ主伽巧網這動を貫いに今回⑰唇

挙では、多くの市民と県民が主佑的に応援活動

に参加してきt~多くの市民や県氏祁、自ら電
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話で支持の輪を広げる行動やカンパを寄せるな

ど、宜野湾市長選挙に強い関心を寄せた背景こ

ば、基地の県内移設に反対する革新陣営が負汀

続け、普天間飛行湯7)県内移設問題を含め宜野

湾市で負ければ革新陣営には後がないという切

迫感が大きく拡がったこと乞

そのために関わった市民一人一人に当選の喜

びは大きく、支持者へ電話を掛け合って「おめ

でとう」と喜びを確認し合ったと口々に多くが

語っている3

県内移設反対、 5年以内の返還

今回の選挙では、真正面から県内移設に反対

5年以内の返還を訴えたことが、市民や県

民にわかりやずい選挙になった：

和ま、今回の選挙で普天間飛行場の全面返還

閉題に、二つの視点から新機軸を作りだそうご

考えたぅ一つの視点は、米軍の通常の基曜界棋

の視点で普天疇行場乃閉鎖を考えること、も

う一つの視点は、宜野湾市民の恨如ら普天間飛

行場の閉鎖と返園嗅唇を考えること乞

第一の米軍の基地閉鎖では新たな基地建設が

行なわれることはだい閉鎖される基地がそっ

くり別の基地に移されることもないいくつも

の某地に分散されるのが、通常の方法であり、

普天間基地のように新たな基地建設を求められ

ているのは、日本政府の「思いやり予算」があ

るからだということがわかる。米軍⑰面常の方

法であれば、長くて6年、海兵隊基地はもっと

短期間、 3年から4年でば雑員できるば子であ

る。

第2番目の宜野湾市民の視点では、この7年

間普天間将行場び暴音被害が急激こ悪化して

いること芯市街地ピ苫で心ヘリの旋回飛行訓

練が日常化し、その範囲も拡大している。市街

地上空で行なわれる記西蒋行訓陣は、 3~4倍

に激増し、数年前まで一度に1概種の郡陳だっ

だのが、同時に3機種の訓練を市内上空を4分

ナる形で行なうようになっている。それだげ、

他の地域での郡陳が普刃間基池に民家されてい

る亨乞

さらに、 FAl8ジェット醐闘幾りゞ毎日、訓

練で飛来し120デシベルの激烈な爆音被害を

与社だけている。普天届刊荏鴻は航空法上の飛

行場ではなし、が、日常的にジェット醐ョ淵幾や米

軍最大のジェット貨物機ギャラクシーなどが進

入路の直下に広がる住宅地の真上を鮨造ずるC

このような状況は放置できない辺野古海上

への県内拶役は、最短で16年、長ければ20

数年も普天間飛行場が放置されることになる。

痴を固定することは許されない、日米両政庄

ぱすでに7年前に、「5ないし7年以内の普天間

弼灌令蔀疇を濯副駆虹約束をしているC

その理由は、沌縄県民の基地負担を軽i成するこ

とだったし、普天間発行場の危険な状況を一日

も早くなくしていくことだったのだから。

5年以内の閉鎖・返還に向けた取り組み

私は、今回の5年以内の閉鎖・返還の実現に

向けては、普天間飛行場の現状を明ら料こして

目に見えるように爆音被害の実態と住宅地上空

の飛行の伺究生を放置させない取り組みに主眼

を置こうと考えている。

現在、普天間飛行湯周辺には8箇所の航空機

騒音自動測定装置があり、進入路の直下にある

上大謝名（うえおおじゃな）地域などぱ、一日

~ 1 5 0回以上の航空機騒音が発生し、最大騒
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音値も120デシベルに達する激烈なものであ

ることがわかっている。 WECPNL値も84

と環境基準値の70を大幅に丘司つている。

しかし、飛行経路や飛荏類慕については記録

されてなく、目に見えるようになっていない。

そこで、宜野湾市上空を常時監視できるように

して毎日の飛行実態を写真などでも記録してい

きたいと考えている。そして、その飛行実態が

市民生活を脅かしていることを明ら屈こして、

輝の普冠蜘藩周辺で鳴噸話動を市民の

生活環境への不法行為として米軍や渕郵釦府を

米国内で訴えていこうと考えている。市内住宅

地上空での飛行制限もさっそく強く求めていき

たし‘。

当選の翌日から市影こ

市長が欠けての選挙立ったので、翌日午後3

時の当選証書付与を待たずに翌日午前8時の告

示で市長になっち市役pの住民票なども翌朝

から職務代理名から私の名前に変わったことを

後で知った3

選挙の疲れをとる暇もなく、初登庁、職員へ

の訓示、初の臨痔庁議と公務を開始した。初日

は市長室に戸惑いもあったが、 22年間職員と

して務めていたので、さっそく、公約実現のた

めに取り組みを開始している。令国からも多く

のエールとカンパが寄せられたありがとうご

ざいましt:=o以上、簡単な報告と致します。

「宜野湾市長選・候補予定者に聞く

隣湾l飾甘長⑰翻嘩金耕による逮捕を
受け実施される二十七日の宜野湾市長選は、ニ

十日の告示まで二週間と迫っに分裂していた

保守は、自民党が推薦する新人で前県議の安次

富修氏(47）＝保守系無所属＝に候補者を一本化、

社民社大、共産と政策協定を結んだ新人で県

議の伊波洋一氏(51）＝革新系無所属＝と一騎打ち

の構図となる見通しだ二人の立候補予定者に

米軍普天間飛行場移設、市民の政治不信払拭な

ど、市政の抱える課題について聞いたっ

5年内の全面返還可能

普鵡謄棺鰤綴問題の考えは

「国、県が進める巨大海上基地建設では、一

番早くて十六年後の返還になる。さらに十五年

舟群—氏 「普珂田郊tに市民甘見

となると米軍詢甜潅下の二十七年を超える。沖

縄に基地を半永久的に固定化するもので容認で

きない。辺野古周辺に基地被害を拡大させると

同時にジュゴン⑬毎を破壊する県内移設には反

対。県の進める基地攻策は誤りだ」

—五年以内の返還を公約に掲げたが。

「一九八0年代後半から米本国芍剌朴、アジ

アで多くの基地が閉鎖されたが、新基地が建設

された事例はない。部隊の再編やガ散で、米軍

は閉鎖に対応できるからtC:,代替基地を求めら

れたのは沖縄だけで、これが基地負担の解消を

困難にしている。思いやり予算も絡んだ日米間

の『一対一代償の原則』が問題tC:,これでいい

のかと市民に提起したい」
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r米国の基地閉鎖法では閉鎖決定から六年以

内の閉鎖・返還を義務付げている。部隊の再編

ゃ、五年以内の全面面璧は可能だ五年

以内を実現し、十年間の時浪立法である沖縄振

孵琺を有効に活用したい。跡利用の遅柑註た

して容認できない」

—嘉手納統合案への考えは

「将来的に嘉手既膨也自体の移設問題があっ

てしかるべき芯統合案は沖縄への過重な基地

負担の固定化であり、認められない」

—西海岸開発への取り組みは3

「DFS問題は西海岸関発の中の個別計画こ

白紙になったことを幸いとし、県と協力して面

的一体性を持つ到詞嘩iを策定する。また、普

天間跡地開発にも結び付くものであり、整合性

を持たせる計画を作りたい西原町、屯癖寸と

の合併も視野に入れながら、統一的な計画が求

められるだろう」

ー行政と業者の癒着を断つためには

「入札頃渡改革を導入して官民痴独、民民接

触をなくし慣行的な談合体質をなくしたい。最

終的には電子入札制度を導入したいが、それま

でに現場説明の廃止、指名業者の事前公開の廃

止、予定価格の公開と最低入札価格の設定など

をしたい。分離分割発注や地元業者の育成も怠

らずにやっていきたい」（インタビュー記事北以

上）

選挙結果を受けての岸本名護市長と

稲嶺県知事のコメント

噂暉々と紐る」／岸本建男名霞市長は、

27日深夜、報道陣のインタビューに答え、「普

天間基地の移設について、私も常々県外移設が

最も望ましいと申し上げてきに伊波さんが県

外移設に尽力され、それが実現するのなら素晴

らしいこと」と評価しt:o

その一方、［私は普刃開嗣梱続廷受け入れ表

明した市長であり、これまで名護市と県、国で

（移設＾ダ）動き知担bてきたので、これを今

突然切り替えることは私はやらない。これまで

やってきたことを粛々と進めていかざるを得な

い」と、従来姿勢に変わりがないことを強調し

t:,,また、伊波候補が訴えていた「五年以内の

県外移設実現」には、「現実生について言及i註差

けたいだが、それができたら名護市民もみん

な喜ぶ」「短期間の県外移設が可能となれば、私

も考えを変えないといけないと思う。情勢を見

極めたい」とも付け加えた(2003年4月28日

沖縄タイムス）

※ 

「鑓に厳しし選択」／稲嶺恵一知事は二十七

田夜、宜野湾市長選挙で、普天間飛行湯の名護

市辺野古沖移設に反対する伊波洋一氏が当選し
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たことについて、「鳴の進める移設作業こ対し）

大変厳しし憾猜があった」としたものの「（これ

が）一番現実的な方法あくまでそ⑬移⇔佳め

ていきたい」と、引き続き政府と協調し辺野古

沖作業を進めていく考えを示しt~

稲嶺知事は、記者団から「県の基地幻程にノ

ーが突きつけられたのではないか」という質問

に「非常に厳しし選択芯それを頭に入れてや

っていきたい。夢、希望理思現実のはざま

でベストがない以上、ベターな方法（辺野古移

設作業）をさらに、スピードアップするように

進めるように努力したい」と述べt:-o

また、選挙結果について「感情の問題からい

って、平和で基地のない豊かな島というのは県

民全体の願い芯現実路線でいくのか、夢でい

くのかということだ」と述べ辺野古沖への移

設を進める考えを強諷

今後は、普天間飛行場の跡地利用など宜野湾

市の発展について「伊波新市長とじっ

くりと話をしていきたい」と協力関係を模索す

る考えを示した(2003年4月28日沖縄タイム

ス） ♦♦ 
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米議会で海外基地の見直し始まる
基地被害の訴えと、「思いやり予算」削減の声を

米国で一l洞編を目的とする田船湛唱霜駆遍以応プロセスカ澗もなく始まる。
1900年I埠まっt::J-頃の第5ラウン日ゴ5たる令部瀑丸乃積11.t9. 11事態を兜ナ、「本土淵配
が米軍の最大の任務とされたことである。この結果基岨霜麒ヰっd紺積国噴烈り鍼し、南Aた
予算を本＃対駅呼遥証代イ1::1こ充当するという翻画を実現するたぬコよこれま可駐肋ヽ らは濯減」

とされてぎゴ靭基迦こメスを入れることが和顎！となっt::.,

海を柑喜寸する1J~さ員会悪遁＇を伝える「星条旗新聞」(5印日号の記事を紹介すふこ
の中で頃皿の叡利1::1こよって訓棘力審酌」と言うくだりがあること1お注目してよい。厚木や萱珂月
の問題がこの背慰こあみ励ヽ もUサょい。しかし、一方aま「受八蚕D支援」、すなわち日本で言えば
「思いやり予算」力囃閉基地用虜””力根掏ゴよることも宗唆されている。
釦繕曝去、厚木匹の証瑯暑罹翻酌溝止•これら日本（そしd囃酌q社血声を、
米ゴけることが、ぎ戎）て重蜀ゴよってきたさらに「米軍船也で＃かく、雇用•福祉を！」
の声をいっそう高めて「思いやり予算」圧縮烈釈邁lることができ柑よ在日米配駆餅翔切有力な
圏祐くな却）である。

（田巻一彦・訳も）

議会に海外基地に関する
委員会設置

会がこの問題に関して独自の詳細な検討を行う

必要がある決定した3

星 03.05. 01 

【バージニア州アーリントン】ブッシュ政権が

世界的な米軍のプレゼンスの見直しを行おうと

していることを受けて、複数の且茄尉計は、議

4月30日、テキサス、州選出で、且浣章叩菌文

予算委員会委員長である務めるケイ・ベイリ

ー・ハチントン上院議員ば志党）と同委員会

の幹事であるかりろるにあ州選出のダイアン・

ファインステイン且滋紺1（民主党）の提案に
より。海外基地に関する委員会設置を求める法

月刊キャッチピース No.110 2003.3.20 1988年 6月18日第三種郵便物認可（通巻 187号） 19 



案が採択されたう

ハチントン議員は記者会見で、海外基地には

多くの問題があることは明らか」であり、「こ

れらの施設が我々のニーズの変化にこたえるも

のであるか否かを全面的に見直す機は熟してい

る」とし、「特に関心があるのは、周辺の都市化

が進んで郡陳に制約を及ぼしているようなケー

スである」と語った

さらに、ハチント以彰負はトルコ、 ドイツ、

オーストリアが米国の対イラク戦争計画への協

力を拒否したことは委員会設置の主要な理由で

はないとしつつ、この事態は、ヨーロッパにお

ける現在の基地の配置を、持ち帰って再評価す

る必要性を哀唆しているとし乞彼女は「受入

国による支援」は、米国の基咽配置戦賂を正当

化する要素であるとも述べた

現在、海外基地の閉鎖及び移転は議会承認事

項ではなく、専らパートナーである受入国との

取り決めによって決定されている。しかし、一

方では、国防総省は 2005年を達成目標とし

だ''BRAC湛迫り閉鎖再編） 05"の困難なプロセ

スに着手しており、海外基地の閉鎖は、米国内

に影響ずることは必至であるC したがって、「米

国内のどの基地を閉鎖するかを決める前に、そ

れとは独立に海外の状況を把握する必要があ

る」とハチント凶義員は指摘した）

委員会は、議会から指名された 8人の委員に

よって構成され’̀ BRAC05” プロセスが始まるま

でに検討結果を鮨府する。

一方、国防総省も海外基地再編を加速するた

めの新しいステップとして、 4月27日、ホワイ

トハウスに対し03及び04会計竿変における計

画闘節司、賊咸噸鴻t祖璽旨とする海外基地

建設予算の5億ドル減額修正案を提出した

新しく欧州軍司令官に就任したジェームズ・

ジョーンズ海兵隊司令官は、ハチントン小委員

会での証言で、欧州軍は長期的には閉鎖するこ
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とになる基地に対して短期的な建設予算を使う

ことはない、と述べ乞欧州軍は建設計画を当

初の50件から 37件に縮小することにより、予

算を 1億6,000万ドルあまり師咸ずることを提

案している。しかし、この肖潤譴案は見た目ほ

どには劇的なものではない。欧州軍は、これと

湖 ljに5件⑰輯難嘩に5,800万ドル余りの予

算を要求しているからである。

ハチント刀剖尉は、この予算肖恨姻案を歓迎

しつつ、次のように語っている。「時宜に適わぬ

軍算をそのまま進めることはしない」。

” 

゜34,1961 
27，知

゜715 
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